
日
本
が
戦
後
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
っ
た
時
、
何
よ
り
も

ま
ず
国
民
の
基
本
的
人
権
の
擁
護
と
人
権
尊
重
思
想
の
普

及
高
揚
が
強
く
求
め
ら
れ
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
を
基
調

と
し
た
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
に
、
昭
和
23
年
に
ま
ず
制
令
に

基
づ
い
て
人
権
擁
護
委
員
の
制
度
が
設
け
ら
れ
、
翌
24
年

６
月
１
日
に
人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
地
域
住
民
の
中
に
あ
っ
て
国
民
の
基
本
的
人

権
を
擁
護
す
る
機
関
で
あ
る
人
権
擁
護
委
員
制
度
が
誕
生

し
ま
し
た
。

近
年
の
我
が
国
社
会
の
人
権
状
況
を
見
て
み
ま
す
と
、

同
和
問
題
を
始
め
、
女
性
、
子
ど
も
、
高
齢
者
、
障
害
の

あ
る
人
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
、
外
国
人
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
等
、

刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
の
問
題
、
更
に
は
、
高
度
情
報

社
会
を
反
映
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
携
帯
電
話
な
ど
の

新
し
い
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
差
別
事
象
や
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
侵
害
問
題
な
ど
が
発
生
し
、
人
権
問
題
は
多
様
化

し
て
い
ま
す
。

最
近
、
心
の
豊
か
さ
を
は
ぐ
く
む
こ
と
に
関
心
を
持
た

な
い
風
潮
や
、
他
人
へ
の
思
い
や
り
の
心
が
薄
れ
、
自
己

の
権
利
の
み
を
主
張
す
る
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
が
、
児
童
虐
待
、
家
庭
内
暴
力
等
の
残
忍

で
人
の
生
命
を
軽
ん
じ
る
よ
う
な
痛
ま
し
い
事
件
が
発
生

す
る
背
景
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
14
年
に
策
定
さ
れ
た
「
人
権
教
育
・
啓
発
に
関
す

る
基
本
計
画
」
は
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
人
権
尊
重
の
理

念
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
の
重
要
性
と
と
も
に
、
生
命

の
尊
さ
・
大
切
さ
や
、
自
己
の
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で

あ
る
と
同
時
に
他
人
も
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
こ

と
、
他
人
と
の
共
生
・
共
感
の
大
切
さ
を
真
に
実
感
で
き

る
よ
う
な
啓
発
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
法
務
局
と
全
国
人
権
擁
護
委
員
会
連
合
会
で

は
、
人
権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚
を
図
る
開
発
活
動
を
一

層
効
果
的
な
も
の
と
し
て
い
く
た
め
、「
思
い
や
り
の
心
」

と
「
か
け
が
え
の
な
い
命
」
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
国
民

の
一
人
ひ
と
り
の
心
に
訴
え
る
啓
発
活
動
を
推
進
し
て
い

き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
本
年
度
の
啓
発
活
動

重
点
目
標
を
「
育
て
よ
う
　
一
人
ひ
と
り
の
人
権
意
識
」、

サ
ブ
テ
ー
マ
を
「
思
い
や
り
の
心
・
か
け
が
え
の
な
い
命

を
大
切
に
」
と
定
め
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
主
体
的
に
豊

か
な
人
権
意
識
を
育
て
て
い
く
よ
う
な
啓
発
活
動
を
積
極

的
に
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

人
権
は
、
人
間
が
幸
福
な
人
生
を
送
る
上
で
最
も
大
切

な
権
利
で
す
。
自
分
だ
け
で
な
く
、
全
て
の
人
の
人
権
が

尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

国
の
内
外
を
問
わ
ず
、
人
々
が
お
互
い
に
人
権
を
守
る

こ
と
に
よ
っ
て
明
る
い
社
会
を
作
る
こ
と
が
、
私
た
ち
の

願
い
で
す
。

●
町
の
人
権
擁
護
委
員

松
坂
　
正
孝
さ
ん
（
下
町
３
区
）

小
久
保
美
枝
子
さ
ん
（
東
汗
西
）

大
橋
　
佳
夫
さ
ん
（
本
町
）

深
谷
　
和
子
さ
ん
（
愛
宕
町
）

鈴
木
　
武
夫
さ
ん
（
上
郷
１
区
）

岡
本
　
貞
子
さ
ん
（
鞘
堂
）

▼
問
い
合
せ
先
＝

健
康
福
祉
課
　
人
権
推
進
係

1
%6
９
１
５
３

10広報かみのかわ　19.6.1

上
三
川
町
人
権
施
策
推
進
審
議
会
の

委
員
を
募
集
し
ま
す

町
で
は
、
人
権
行
政
の
基
本
的
な
施
策
を
審
議
す
る

「
上
三
川
町
人
権
施
策
推
進
審
議
会
」
の
設
置
に
あ
た
っ

て
、
幅
広
く
多
く
の
住
民
の
意
見
を
求
め
る
た
め
、
公
募

に
よ
る
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
応
募
資
格
＝

①
町
内
に
１
年
以
上
在
住
（
平
成
19
年
４
月
１
日
現
在
）

の
20
歳
以
上
の
人

②
審
議
会
（
年
１
回
程
度
）
に
出
席
で
き
る
人

▼
募
集
人
員
＝
２
名

▼
募
集
期
間
＝
６
月
１
日
（
金
）
〜
６
月
26
日
（
火
）

（
郵
送
の
場
合
は
26
日
必
着
）

▼
応
募
方
法
＝
上
三
川
町
健
康
福
祉
課
に
用
意
し
て
あ
る

所
定
の
応
募
用
紙
に
、
次
の
事
項
を
記
入
し
、
ご
応
募

く
だ
さ
い
。
な
お
、
応
募
用
紙
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
で
き
ま
す
。

①
氏
名
、
性
別
、
年
齢
、
住
所
、
連
絡
先
（
電
話
番
号
）、

職
業

②
応
募
の
理
由
に
つ
い
て
300
字
程
度
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
先
＝
健
康
福
祉
課
へ
直
接
又
は
郵
送
で
応
募
く
だ

さ
い
。
な
お
、
応
募
い
た
だ
い
た
書
類
は
お
返
し
い
た

し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
選
考
＝
町
長
が
書
類
選
考
を
行
い
、
結
果
は
応
募
者
本

人
に
通
知
し
ま
す
。

▼
応
募
先
・
問
い
合
せ
先
＝

郵
送
の
と
き

〒
３
２
９
―

０
６
９
６

上
三
川
町
し
ら
さ
ぎ
一
丁
目
１
番
地

健
康
福
祉
課
　
人
権
推
進
係

1
%6
９
１
５
３

人
権
擁
護
委
員
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か
？

〜
６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
た
日
で
す
〜


